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土質区分基準の改定と発生土再利用基準について（案）

平成 年 月 日国土交通省通達「発生土利用基準について」に基づき、発生土再18 8 10

利用基準を改定する。

１．従来の発生土再利用基準

利用用途ごとの要求品質を参考に、下水道工事における要求品質を定めた。

工作物 土木構造物 路床 路体 下水道工事

の埋戻 の裏込め

最大粒径 50㎜以下 100㎜以下 - - 100㎜以下

細粒分 25%以下 25%以下 - - 25%以下

含有率

塑性指数 - 10以下 - - 10以下

２．土質区分基準と適用

建設発生土の分類は、表 のとおりコーン指数と土質材料の工学的分類を指標とし、-1

第 種～ 泥土までに分類される。1

地盤学会における土質材料の工学的分類において砂質土（細粒分まじり砂）は塑性指

数および含水比により分類されており、従来の再利用基準である細粒分含有率 ％以下25

は概ね第 種に分類される。2

このことから、今後再利用可能な発生土の基準を「最大粒径 ㎜以下の第１種およ100

び第２種発生土」とし、第３種および第４種発生土については改良土として再利用する

こととする。

なお、改良土の要求品質についても土質区分基準に準拠し「第２種改良土」とし、セ

メント系固化材を用いる場合には「セメント及びセメント固化材を使用した改良土の六

価クロム溶出試験実施要綱（案 」による所定の試験を実施し、六価クロムの溶出量が土）

壌環境基準を満たすものとする。

３．土質区分判定のための調査試験方法

判定指標 試験方法 規格

コーン指数 コーン指数試験 JIS A1228

土質材料の工学的分類 地盤材料の工学的分類方法 JGS 0051

含水比試験 JIS A1203

粒度試験 JIS A1204

液性限界・塑性限界試験 JIS A1205

※改良土の場合はコーン指数のみを測定する。



 

表-㧝 土質区分基準 

土質材料ߩ工学的ಽ類*6)ｂ7) 備考*6) 

区ಽ 

㧔国土交通省㧕*1㧕 
細区ಽ*平)ｂ年)ｂ4) 

コン 

指数 

qc
*5) 

(ｋN/m平)
大ಽ類 

中ಽ類 

土質 ｛記号㨩 

含水比 

(地山) 

wn(れ) 

掘削 

方法 

礫質土 礫｛｝㨩ޔ砂礫｛｝S} 
第 1 種 

砂質土 砂｛S}ޔ礫質砂｛S｝㨩 
－ 

第㧝種建設発生土 

 砂ޔ礫及びࠇߎ 

第 ߩ߽ࠆߕ準ߦࠄ  1種改良土*8) 

ｃ 

人工材料 改良土｛I㨩 － 

第 平a 種 礫質土 細粒ಽ߹ࠅߓ礫｛｝F㨩 － 

第 平b 種 砂質土 細粒ಽ߹ࠅߓ砂｛SF㨩 － 

第㧞種建設発生土 

砂質土、礫質土 

 及びこ䉏らに準 

 ず䉎䉅の 
第 平 種改良土 

800 

એ 
人工材料 改良土｛I㨩 － 

第 年a 種 砂質土 細粒ಽ߹ࠅߓ砂｛SF㨩 － 

☼性土 シル࠻｛･㨩ޔ☼土｛係㨩 40れ程度એਅ
第 年b 種 

火山灰質☼性土 火山灰質☼性土｛V㨩 － 

第㧟種建設発生土 

 通常ߩ施工性߇ 

 確保ࠆࠇߐ☼性 

 土及びߦࠇߎ準 

 ߩ߽ࠆߕ 
第 年種改良土 

400 

એ 

人工材料 改良土｛I㨩 － 

第 4a 種 砂質土 細粒ಽ߹ࠅߓ砂｛SF㨩 － 

☼性土 シル࠻｛･㨩ޔ☼土｛係㨩 40㨪80れ程度

火山灰質☼性土 火山灰質☼性土｛V㨩 － 第 4b 種 

機質土 機質土｛O㨩 40㨪80れ程度

第㧠種建設発生土 

 ☼性土及びࠇߎ 

 ߩ߽ࠆߕ準ߦ 

 㧔第㧟種建設 

発生土ࠍ除く㧕 

第 4種改良土 

平00 

એ 

人工材料 改良土｛I㨩 － 

泥土 a 砂質土 細粒ಽ߹ࠅߓ砂｛SF㨩 － 

☼性土 シル࠻｛･㨩ޔ☼土｛係㨩 80れ程度એ

火山灰質☼性土 火山灰質☼性土｛V㨩 － 泥土㨎 

機質土 機質土｛O㨩 80れ程度એ

泥土*1)ｂ*9) 

泥土㨏 

平00 

未満 

高機質土 高機質土｛Pt} － 

*排水ߦ考

慮ޔ߇ࠆߔ

降水ޔ浸出

地ਅ水等ߦ

含水比ࠅࠃ

ࠆߔ増加߇

ࠇߐ予想ߣ

ޔߪ場合ࠆ

㧝ランクਅ

ߔߣ区ಽߩ

 ޕࠆ

 

*水中掘削

等ࠆࠃߦ場

合ޔߪ㧞ラ

ンクਅߩ区

ಽޕࠆߔߣ

㧖㧝㧕 国土交通省㧔建設業ߦ属ࠆߔ事業ࠍ行う者ߩ再生資源ߩ利用ߦ関್ࠆߔ断ߩ基準߈ߴࠆߥߣ事項ࠍ定ࠆ省 ᐔ成 13 ᐕ 3

 29 日 国交 ߈ߴࠆߥߣ基準ߩ断್ࠆߔ関ߦଦ進ߩ利用ߩ再生資源ࠆଥߦ指定副産物ߩ行う者ࠍ事業ࠆߔ属ߦ建設業 ޔ59

事項ࠍ定ࠆ省 ᐔ成 13 ᐕ 3  29 日 国交 60㧕߅ߦいߪߡ区ಽߡߒߣ第㧝種㨪第㧠種建設発生土߇規定ߡࠇߐいޕࠆ 

㧖㧞㧕 ߩߎ土質区ಽ基準ߪ工学的್断ߦ基ߠく基準ߢあޔࠅ発生土߇産業廃棄物ߢあ߆ࠆ否ࠍ߆ߥߪߢߩ߽ࠆいޕ 

㧖㧟㧕 表中ߩ第 1 種㨪第 4 種改良土ޔߪ土㧔泥土ࠍ含㧕ߦセࡔン߿࠻石灰ࠍ混合ߒ化学的安定処理ߢߩ߽ߚߒあޕࠆ例え߫第 3 種

改良土ޔߪ第 4 種建設発生土߹ߪߚ泥土ࠍ安定処理ޔߒコン指数 400kN/m2એߩ性状ߦ改良ߢߩ߽ߚߒあޕࠆ 

㧖㧠㧕 含水比ૐਅޔ粒度調整ߩߤߥ物理的ߥ処理߿高ಽ子系߿無機材料ࠆࠃߦ水ಽߩ土中߳ߩ固定ࠍ主目的ߚߒߣ改良材ࠆࠃߦ土質

改良ࠍ行ߚߞ場合ޔߪ改良土ߦಽ類ߥࠇߐいޔߚ処理ᓟߩ性状ߦ応ߡߓ改良土એ外ߩ細区ಽߦಽ類ޕࠆߔ 

㧖㧡㧕 所定ߩ方法ࡕߢルߦ࠼締固ߚ試料ߦ対ޔߒコンペネ࠻ロࡔタߢ測定ߚߒコン指数㧔表―㧞参照㧕ޕ 

㧖㧢㧕 計画段階㧔掘削前㧕߅ߦいߡ発生土ߩ区ಽࠍ行う必要߇あޔࠅコン指数ࠍ求ߦߚࠆ必要ߥ試料ࠍ得ߥࠇࠄい場合ޔߪߦ

土質材料ߩ工学的ಽ類体系㧔㧔社㧕地盤工学会㧕ߣ備考欄ߩ含水比㧔地山㧕ޔ掘削方法ࠄ߆概略ߩ区ಽࠍ選定ޔߒ掘削ᓟ所定ߩ方

法ߢコン指数ࠍ測定ߡߒ区ಽࠍ定ޕࠆߔ 

㧖㧣㧕 土質材料ߩ工学的ಽ類体系߅ߦけࠆ最大粒径ߪ 75mm 参ࠍ本基準߽ߡいߟߦߩ߽含ࠍ粒径ߩએࠇそޔ߇ࠆいߡࠇࠄ定ߣ

照ߡߒ区ಽޔߒ適ಾߦ利用ޕࠆߔ 

㧖㧤㧕 砂及び礫ߣ同等ߩ品質߇確保ߡ߈ߢいޕߩ߽ࠆ 

㧖㧥㧕 港湾ޔ河川等ߒߩゅߦߟߖࠎ伴ߡߞ生ࠆߕ土砂そߦࠇߎઁߩ類ߪߩ߽ࠆߔ廃棄物処理法ߩ対象ࠆߥߣ廃棄物ߥߪߢいޕ㧔廃棄

物ߩ処理及び清掃ߦ関ࠆߔ法ᓞߩ施行ߟߦいߡ 昭和 46 ᐕ 10  16 日 環整 43 厚生省通知㧕 

適正処ߩ廃棄物ࠆߕ生ࠄ߆㧔建設工事等ޕࠆあߢ対象外ߩ廃棄物処理法ߪ土砂ޔࠅあߢ土砂ߪ掘削物ࠆߓ生ࠅࠃߦ掘削ߩ地山

理ߟߦいߡ ᐔ成 13 ᐕ 6  1 日 環廃産 276 環境省通知㧕 

建設汚泥処理土ޟ場合ߩそޔࠅߥߣ可能߇利用ࠅࠃߦ߈手続ߚࠇࠄ定ߦ廃棄物処理法ޔߪߡいߟߦߩ߽ࠆߔ該当ߦ建設汚泥

利用技術基準ޠ㧔国官技第 50 号ޔ国官総第 137 号ޔ国営計第 41 号ޔᐔ成 18 ᐕ 6 月 12 日㧕ࠍ適用ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߔ 


